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平成２７年度事業報告書 

 
１ 運営事項 
（１）理事会の開催 
    平成２７年度は理事会を３回開催した。第１回理事会は平成２７年６月９日

に開催し，公益社団法人としての第５回定時総会に付議する議案及び業務執行

理事による職務の執行状況の報告，運営細則の改正，名古屋ファミリー相談室

の代表の選任について審議，議決した。  
    第２回理事会は，平成２７年６月２６日の第５回総会後に開催した。総会にお

いて、任期途中の業務執行理事を含めた3人の理事の交替等が認められたため，

互選により業務執行理事である専務理事及び常務理事を選定した。また，事務

局長の交替も承認され，理事長はその場で理事鶴岡健一を事務局長に任命した。

 第３回理事会は，平成２７年１２月１１日に開催し，特定個人情報取扱規程

について審議，議決し，業務執行理事による職務の執行状況の報告を行った。 

（２）正会員，特別会員及び賛助会員の入退会 
 ①  正会員 

    平成２７年３月末日で２３９人であった。平成２７年４月１日から平成２７

年度期末までの入会は２１人であるが，退会者が１４人あり，平成２７年度期

末の正会員数は２４６人である。 

②  特別会員 
    個人特別会員は，平成２７年３月末日で６３７人であった。平成２７年４月

１日から平成２７年度期末までの入会は５３人，退会は４１人であり，平成２

７年度期末の個人特別会員数は６４９人である。 
     法人特別会員は，平成２７年３月末日で７法人であった。平成２７年４月1

日付けで１法人の入会があり、平成２７年度期末の法人特別会員は８法人と

なった。 
  ③  賛助会員 
   平成２７年３月末日の賛助会員数は１０９人であった。平成２７年４月1

日から平成２７年度期末までの入会は６８人，退会は８人であり，平成２７

年度期末の賛助会員数は１６９人である。 
（３）財政事情 
   平成２７年度の財政について，収入面では，成年後見の後見報酬，面会交流援

助を含む相談料，会員の寄付金収入のほかに，平成１９年７月以来厚生労働省

から委託を受けている養育費相談支援センターの収入，自治体・地方公共団体

からの相談の受託，面会交流支援の受託に係る収入，一般財団法人司法協会か

らの研究助成金，一般財団法人日本宝くじ協会からの助成金の継続収入があり，

収入全体では前年度の実績を上回った。 

    支出面では，相談（面会交流援助の相談を含む。），後見の各事業の活発化に
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伴い増額があったが，事業収入に見合う範囲の支出となった。 
   繰越金を含む収支の全体では黒字となったが，この黒字分は，運転資金とし

ての活用と次年度以降の無償事業部門の維持に充当するほか，万一発生した場

合の賠償訴訟案件への対応経費として内部留保することを予定している。 
   会員の一層の増加，相談活動の活発化，後見関係の積極的受任，啓発図書の出

版・販売などにより，引き続き財政基盤の安定化を図る必要がある。 

（４）管理運営 

    ① 事業検討委員会 

本部では，事業検討委員会規程に基づき，事業検討委員会を毎月開催して，

事業計画の適切な運営・実施に当たっており，検討結果は，事業検討委員会議

事録として，各役員，各相談室及び養育費相談支援センターに送付した。 

② 各相談室 

所属会員が定期的に会合を持ち，事業計画の策定，実施について協議し，

民主的・効率的な運営に努めた。 

２  事業内容 

 (１) 本部事業 

① 家庭問題情報誌「ふぁみりお」の発行配布 

 ア 「ふぁみりお」は，６５号，６６号，６７号を発行した。６５号（平成２７

年６月２５日発行）は，平成家族考「高齢者の生活と意識の推移を国際比較で

考える」，海外トピックス「日本の「ハーグ条約実施法」施行1年を振り返る」

を掲載し，６６号（１０月２５日発行）は，平成家族考「ＦＰＩＣが行う事業

の歴史と新たな取り組み」，海外トピックス「子どもの貧困についての英国と

日本の対策」を掲載し，６７号（１月２５日発行）は，平成家族考「日本の親

子は世界一頭が良いというのはホントですか」，海外トピックス「Mitigation 

Specialistと新しい司法の流れ(問題解決型裁判所)」等を掲載し，いずれも時

宜を得た企画として好評であった。 

イ 平成２２年度から継続している日本加除出版社『戸籍時報』の「家庭問題よ

ろず相談室」，同じく日本加除出版社『住民行政の窓』の「ファミリーカウン

セラーの窓から」，人権擁護協力会『人権のひろば』の「家庭問題カウンセリ

ングルーム」のコラムを，毎月会員が分担執筆した。 
 ②  啓発図書の出版・販売 

   平成２７年度はＦＰＩＣとして出版した刊行物はない。 

   なお，平成２６年６月，社団法人設立２０周年記念出版として，これまでに

「ふぁみりお」に掲載された記事３３篇を選び，一般社団法人司法協会から『平

成家族考―家族を見続けるＦＰＩＣからの提言』（１，５００円＋税）として

出版したが,同年の日本図書館協会選定図書に指定されるなど高い評価を受け

た。 

また,『離婚した親と子どもの声を聴く－養育環境の変化が子どもに及ぼす影 

響－』（平成１７年刊行，８００円税込）及び小冊子『子どもが主人公の面会交

流―離婚後も子どもの成長を支える父母からの贈り物―』（平成２４年刊行，３
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２４円税込）等も継続して販売した。 

 ③  広報                        

ア 取材：平成２７年度中に本部・東京相談室においては，新聞社などからの取

材が９件あった。 

  イ ホームページ：公益社団法人家庭問題情報センターの定款，役員名簿，会員名

簿，貸借対照表等の財務諸表を本法人のホームページに掲載し，上記の文書を本

部事務局に備え置き，一般の閲覧に供した。 
そのほか，各相談室の案内，各事業の案内等を掲示し，当事者等への情報提供 

を行った。また，ハーグ案件の面会交流援助のために英文の利用案内を掲載した。 

ウ エクスターンシップへの協力：早稲田大学法科大学院から学生１人の依頼が

あり，受け入れ等に協力した。 

（２）家庭問題に関する心理・教育相談事業及び調停手続事業（ＡＤＲ） 

 ①  平成２７年度の面接相談受理件数は，東京２５３，大阪１６７，名古屋８，福

岡３３，千葉１３５，宇都宮９，広島４２，松江３６，横浜５５，新潟９の合

計７４７件であった。平成２６年度は６１２件であり，同年まで減少傾向にあ

ったが，平成２７年度は増加に転じた。電話相談は，東京１，７１６，名古屋

３５８，宇都宮１７，広島１３０，松江３４，新潟９件の合計２，２６４件で，

平成２６年度（１，９８１件）よりも増え，年々増加している。 
   自治体等の相談室への派遣は，東京は川口市，西東京市，ふじみ野市に派遣，

宇都宮は小山市に派遣した。大阪は，従前から八尾社会福祉協議会，明石市に

派遣していたが，平成２７年度は新たに，奈良市，豊中市に派遣した。無料相

談会は，東京，大阪，名古屋，千葉，広島において実施した。 

② ＡＤＲ調停 

平成２７年度の受理件数は東京３件，大阪１３件，名古屋２件，合計１８件

であった。 

（３）親子の面会交流援助 
平成２７年度の援助件数は，東京４２４件（うち新受件数２２５件），大阪

１５０（４８），名古屋１１４（３０），福岡３７（１４），千葉５８（１９），

宇都宮９（４），広島２７（１０），松江２７（１０），横浜７７（５０），

新潟９（２）の合計９３２（４１２）件であり，前年度と比べると援助件数（平

成２６年度９６４件），新受件数（同４３４件）ともやや減少している。 

前年度に引き続き平成２７年度も，面会交流が民法上に明文化された民法の

一部改正後の動きに対応すべく，各相談室とも需要の増加傾向に備えて，援助

のあり方や支援の態勢について研究会を開催し，研鑽を重ねるとともに，支援

を充実するためにケース・スーパービジョンを実施している。さらに，東京，

大阪では，新たな援助者を対象に研修会を開催した。 

厚生労働省が開始した面会交流援助事業に関連して，東京では，東京都ひと

り親家庭支援センターから８件受託した。また，これまで公益財団法人児童育

成協会「こどもの城」の利用の便宜を受けていたが，平成２７年２月に「子ど

もの城」が廃止になり，ＦＰＩＣの児童室も限られているため，面会場所の確
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保が課題になった。千葉においても，千葉県と業務委託契約を締結し，平成２

７年度は千葉県母子福祉連合会から４件の依頼を受けた。 

（４）後見，後見監督等に関する事業及び公正証書遺言者への支援事業 
 ① 平成２７年度中の，成年後見人，任意後見人，未成年後見人等の受任又は候

補者推薦件数は法人として受任した件数が全国で３２件，個人を推薦した件数

はなかった。平成２７年度期末に係属中の後見関係件数は，東京７６，大阪１

２，名古屋９，千葉７７，宇都宮２，横浜１の合計１７７件で，前年度の１５

２件より２５件増加した。 
② 公正証書遺言者への支援事業  

平成２７年度における公正証書遺言作成時の証人推薦の依頼件数は，東京２，

３１４，大阪２，０６３，名古屋４９３，福岡１４６，千葉２７２，広島１８，

横浜７８６件，新潟５６件の合計６，１４８件で，前年度５，６９３件より４ 

５５件増加した。年々増加傾向にある。 

 ③ 各相談室は，いわゆる「マイナンバー法」の施行に従い，後見事務で取り扱

う特定個人情報の安全管理のための要領を定めた。 

（５）家庭問題に関する調査・研究事業，セミナー・講演会の開催事業，講師・鑑

定人の推薦事業，子の引渡しの強制執行における立会人又は執行補助者の推薦

事業   

 ① 家庭問題に関する調査，研究事業 
   相談，鑑定，面接交流援助及び後見事務に関する事例の分析・研究を継続し

て実施した。 

   東京では，司法協会からの助成金により，平成２３，２４年度の面会交流の

事例についての統計的集約に引き続き，２年目研究として内容的分析をし，そ

の研究結果を取りまとめ，報告書「別居・離婚後の子の最善の利益の実現と親

子関係の再構築―面会交流の実情と考察―」を作成し，司法協会に報告した。 

   また，家庭裁判所調査官，家事調停委員，研究者等の実務の参考に資するた

め，司法協会の了承を得て，プライバシーに配慮した内容の訂正を加えた同名の

報告書を刊行した。 

 平成２８年３月，厚生労働省が公募した委託事業「親子の面会交流の円滑な実

施に関する調査研究」において当法人提出の企画書が採用された。 

② セミナー事業は，東京においては，ワークショップ「子どもの気持ちを考える

～FAITプログラムで一緒に考えよう」及び「高齢社会における家族の将来を考え

る～成年後見制度の活用を巡って～」を行った。大阪では「FPIC大阪講座」，名

古屋では「葛藤を抱えた親子への援助」，福岡では「子どものための交流～子ど

もの自立に向けて～」を実施し，いずれも盛況であった。 

 ③ 講師・鑑定人の推薦事業  

平成２７年度は，講師の推薦が東京１６，大阪３０，名古屋４，福岡２０，

千葉２８，広島３，松江１０，横浜８，新潟１で，合計１２０件であった。平

成２６年度１３７件と比べて１７件減少した。 

鑑定人の推薦は，刑事鑑定で，東京２，大阪１の合計３件であった。 
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 ④ 子の引渡しの強制執行における立会人又は執行補助者の推薦事業 

   子の最善の利益を守るために，平成２７年度から開始した事業である。平成

２７年度は，東京７，大阪５，名古屋１，福岡１，千葉８，新潟１，合計で２

３件であった。 

（６）家庭問題に関する公的機関からの受託事業 
① これまで厚生労働省から単年度で受託していた「養育費相談支援センター事

業」を平成２７年４月から３年契約で受託した。主要な事業内容は①自治体の相 
談員等に対する相談の支援，②自治体の相談員の研修，③一般の当事者からの相

談，④ホームページ，パンフレット，セミナー等による広報，情報提供である。

このうち③の一般からの相談件数は６，６４４件（昨年度６，１６１件）であり，

請求手続，養育費算定，不履行，減額請求，面会交流に関する相談が多かった。

また，②については全国研修会，専門相談員研修会，地域研修会（８か所）を主

催したほか全国で９５か所に講師を派遣した。④については，金沢と東京でセミ

ナーを実施したほか，研修教材のうち「養育費相談の手引き」の再訂版を作成し

た。 
② 平成２７年度，外務省からハーグ条約に係る面会交流支援事業の委託を受け

た。 

なお，外務省から支援について照会を受けた事例はあったが，受託には至ら

なかった。 


